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査
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第
六
条

科
学
技
術
研
究
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票
に
よ
り
、
調
査
組
織
体
に
係
る
次

第
六
条

科
学
技
術
研
究
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票
に
よ
り
、
調
査
組
織
体
に
係
る
次

に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
甲
調
査
に
あ
つ
て
は
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ト
か
ら
リ
ま
で
、
第
二
号
イ
並
び

に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
甲
調
査
に
あ
つ
て
は
第
一
号
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ヘ
か
ら
チ
ま
で
、
第
二
号
イ
並
び
に

に
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
乙
調
査
に
あ
つ
て
は
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
、
へ
、
ト
及
び

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
乙
調
査
に
あ
つ
て
は
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ホ
、
ヘ
及
び

ヌ
、
第
二
号
、
第
三
号
並
び
に
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
を
、
丙
調
査
に
あ
つ
て
は
第
一

リ
、
第
二
号
、
第
三
号
並
び
に
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
を
、
丙
調
査
に
あ
つ
て
は
第
一

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
及
び
ヌ
、
第
三
号
並
び
に
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

号
イ
、
ロ
、
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
リ
、
第
三
号
並
び
に
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査

を
調
査
す
る
。

す
る
。

一

調
査
組
織
体
に
関
す
る
事
項

一

調
査
組
織
体
に
関
す
る
事
項

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

法
人
番
号

［
新
設
］

ニ
～
ヌ

［
略
］

ハ
～
リ

［
同
上
］

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




